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１．地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項

（１）対象地域

◇ 構成市町村名 羽幌町  （面積・離島・豪雪地域・山村地域・過疎地域） 

苫前町  （面積・豪雪地域・山村地域・過疎地域） 

初山別村 （面積・豪雪地域・山村地域・過疎地域） 

◇ 面    積 1,206.76 km2

（内訳） 472.65 km2（羽幌町） 

 454.60 km2（苫前町） 

 279.51 km2（初山別村） 

◇ 人    口 11,405 人（平成 30 年 3 月末現在） 

（内訳） 7,089 人（羽幌町） 

 3,134 人（苫前町） 

 1,182 人（初山別村） 

図 1-1 対象地域図 
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（２）計画期間

本計画は平成 31（2019）年 4月 1日～令和 6（2024）年 3月 31日までの 5年間を計画期

間とする。

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合は計画を見直すも

のとする。

（３）基本的な方向

本組合は、北海道の北西部に位置し、天塩山地の稜線部から西側へ丘陵地が広がり、海

岸部は、海岸段丘が分布する自然豊かな環境に恵まれ、畑作・酪農などの農業と漁業が主

要産業となっている。

これまで本組合では、住民・事業者へごみ減量・リサイクルへの関心を高める啓発活動

に取組み、住民・事業者と連携したごみ減量とリサイクル活動の一層の促進に努めてきた

結果、ごみ排出量は減少傾向にある。

国が示す廃棄物処理法に、基づく基本方針における廃棄物の減量化に即するため、これ

まで以上に住民・事業者と連携したごみ減量とリサイクル活動の一層の推進に努めるもの

とする。

これまでどおり、本組合では、生ごみは堆肥化するとともに、粗大ごみ及び破砕ごみは

破砕選別処理、資源ごみは選別した後資源化する。一般ごみ及び中間処理施設で発生する

処理残渣及び動物の死骸等を埋立処分する。

既設の生ごみ堆肥化施設の老朽化に対応するため生ごみ堆肥化施設を整備し、既設の最

終処分場についても残余容量が逼迫していることから、将来の安定的なごみの埋立処分を

行うため、最終処分場を整備する。

また、羽幌町及び苫前町では水質の悪化を未然に防止するためにも公共下水道の整備に

努め、公共下水道整備区域以外の合併浄化槽の整備促進を図る。

（４）広域処理の検討状況

本組合は留萌中南部ブロックに属しており、これまで、市町村が連携した効果的なごみ

処理施策に取り組むこととして、小ブロック（南部地域・中部地域）ごとに、廃棄物をで

きるだけマテリアル（物質）で循環させるため、排出時の分別システムを確立、分別回収

したごみを資源化あるいは再資源化ルートに乗るように施設整備を図ってきた。

今後、新たな広域処理の予定はないことから、小ブロックごとにこれまでに継続した処

理体系を促進していくこととしている。

（５）プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

従来よりプラスチック容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルプラザにて分別・圧縮

梱包した後、容器包装リサイクル法に基づく指定法人に再商品化を委託している。

プラスチック使用製品廃棄物は当面の間破砕ごみとして埋立処分を継続するが、今後コ

ストや環境影響等の情報収集を行い、財政状況等を踏まえながら分別収集・再商品化の実

施方法や実施時期について検討を行う。             
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２．循環型社会形成推進のための現状と目標

（１）一般廃棄物等の処理の現状

平成 29（2017）年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図 2-1のとおりである。

総排出量は、3,421トンであり、再生利用される「総資源化量」は 955トン、リサイクル率

（＝（直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収量）/（ごみの総処理量＋集団回収

量は）は 27.9％である。

中間処理による減量化量は 538トンであり、総排出量の概ね 15.7％が減量化されている。

また、総排出量の 56.4％に当たる 1,928トンが埋め立てられている。

【組合全体】 

t t
％ ％

t
％

t t t
％ ％ ％

t
％

t t
％ ％

538

総資源化量

955 t

56.4
0 t

1,544 1,928
45.1

自家処理量 直接最終処分量 15.7 最終処分量

384
100 54.9 減量化量 11.2

排出量 計画処理量 中間処理量 39.1

3,421 t
3,421 1,877

処理後最終処分量

直接資源化量 処理後再生利用量
0 955
0.0 処理残渣量 27.9

1,339

集団回収量

0 t

※端数調整の関係で合計及び割合の合計が合わない場合がある。 

図 2-1 一般廃棄物の処理状況フロー（平成 29（2017）年度） 
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【羽幌町】 

t t
％ ％

t
％

t t t
％ ％ ％

t
％

t t
％ ％

0 t
1,053 1,298
46.3 57.1

最終処分量

処理後最終処分量

2,272 t
2,272 1,219 245
100 53.7 減量化量 10.8

37.7

直接資源化量 処理後再生利用量
0 611
0.0 処理残渣量 26.9

363
自家処理量 直接最終処分量 16.0

集団回収量 総資源化量

0 t 611 t

856
排出量 計画処理量 中間処理量

※端数調整の関係で合計及び割合の合計が合わない場合がある。 

【苫前町】 

t t

％ ％
t
％

t t t
％ ％ ％

t
％

t t
％ ％

119
自家処理量 直接最終処分量 14.7 最終処分量

0 t
363 462
44.8 57.0

28.2

処理後最終処分量

811 t
811 448 99
100 55.2 減量化量 12.2

総資源化量

0 t 229 t

集団回収量

329
排出量 計画処理量 中間処理量 40.6

直接資源化量 処理後再生利用量

0 229

0 処理残渣量

※端数調整の関係で合計及び割合の合計が合わない場合がある。 

【初山別村】 

t t

％ ％

t

％

t t t

％ ％ ％

t

％

t t

％ ％
0 t

128 168

37.9 49.7

56

自家処理量 直接最終処分量 16.6 最終処分量

処理後最終処分量

154

338 t
338 210 40

100 62.1 減量化量 11.8

排出量 計画処理量 中間処理量 45.6

直接資源化量 処理後再生利用量

0 114

0 処理残渣量 33.7

集団回収量 総資源化量

0 t 114 t

※端数調整の関係で合計及び割合の合計が合わない場合がある。 
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（２）羽幌町の生活排水の処理の現状 

平成 30（2018）年度の生活排水の処理の状況及びし尿・汚泥等の排出量は図 2-2のとおり

である。

平成 30（2018）年度末現在において、生活排水処理対象人口は全体で 6,902人であり、汚

水衛生処理人口は 4,306人、汚水衛生処理率は 62.4％である。

し尿発生量は 1,823kL/年、浄化槽汚泥発生量は 352kL/年となっている。

公共下水道

4,109人（59.5％）

汚水衛生処理人口 集落排水施設等

4,306人（62.4％） 0人（0.0％）

合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

197人（2.9％） 352kL

総　人　口

6,902人（100％）

単独処理浄化槽

324人（4.7％）

未処理人口

2,596人（37.6％）

非水洗化人口 し尿発生量

2,272人（32.9％） 1,823kL

図 2-2 生活排水の処理状況フロー（平成 30（2018）年度）

（３）苫前町の生活排水の処理の現状 

令和元年（2019）年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図 2-3 のとおり

である。

令和元年（2019）年度末現在において、生活排水処理対象人口は全体で 2,987 人であり、

汚水衛生処理人口は、1,490人、汚水衛生処理率 49.9％である。

し尿発生量は、1,409kL/年であり、浄化槽汚泥発生量は、341kL/年である。

公共下水道

1,291人（43.2％）

汚水衛生処理人口 集落排水施設等

1,490人（49.9％） 0人（0.0％）

合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

199（6.7％） 341kL

総　人　口

2,987人

単独処理浄化槽

149人（5.0％）

未処理人口

1,497人（50.1％）

非水洗化人口 し尿発生量

1,348人（45.1％） 1,409kL

図 2-3 生活排水の処理状況フロー（令和元（2019）年度） 
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（３）一般廃棄物の処理の目標

本計画の計画期間中においては、減量化等に努め、循環型社会の実現を目指すものとし、

表 2-1のとおり目標量を求め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。

表 2-1 一般廃棄物の処理の現状と目標 

指 標 現 状（割合※1） 

（平成 29 年度） 

目 標（割合※1） 

（令和 6年度） 

排出量 事業系 総排出量        （①） 

    1 事業所当たりの総排出量※2, 

生活系 総排出量        （②） 

    1 人当たりの排出量※3 

集団回収量           （③） 

合計 事業系生活系排出量合計（①+②） 

   排出量合計     （①+②+③） 

634 トン 

0.77 トン/事業所 

2,787 トン 

171 kg/人 

0 トン 

 3,421 トン 

3,421 トン 

555 トン(H29 比 -12.5%) 

0.67 トン/事業所(H29 比 -13.0%)

2,437 トン(H29 比 -12.6%) 

171kg/人(H29 比 0%) 

0 トン(H29 比 0%) 

2,992 トン(H29 比 -12.5%) 

2,992 トン(H29 比 -12.5%) 

再生利用量 直接資源化量 

総資源化量 

0 トン(0%) 

955 トン(27.9%) 

0 トン(0%) 

834 トン(27.9%) 

減量化量 中間処理による減量化量 538 トン(15.7%) 468 トン(15.6%) 

最終処分量 埋立最終処分量 1,928 トン(56.4%) 1,690 トン(56.5%) 

※1 排出量は現状に対する割合、その他は排出量に対する割合 

※2 （1 事業所当たりの排出量）＝｛（事業系ごみの総排出量）―（事業系ごみの資源ごみ量）｝/（事業所数） 

     平成 29 年度の事業所数は、平成 26 年度の経済センサスの値を用いた。 

※3 （1 人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）―（生活系ごみの資源ごみ量）｝/（人口） 

≪用語の定義≫ 

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）［単位：トン］ 

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和 

減量化量：中間処理量と処理後の残さ量の差 

最終処分量：埋立処分された量 

【組合全体】 

t t
％ ％

t
％

t t t
％ ％ ％

t
％

t t
％ ％

834
処理残渣量 27.9

11.4

処理後最終処分量
1,174

集団回収量 総資源化量

0 t 834 t

直接資源化量 処理後再生利用量
0

100 54.9 減量化量

排出量 中間処理量 39.2

2,992 t
2,992 1,642

自家処理量 直接最終処分量 15.6

0 t
1,350 1,690
45.1 56.5

468

340

0

計画処理量

最終処分量

※端数調整の関係で合計及び割合の合計が合わない場合がある。 

図 2-4 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（令和 6（2024）年度） 

- 6 -



【羽幌町】 

t t
％ ％

t
％

t t t
％ ％ ％

t
％

t t
％ ％

集団回収量 総資源化量

0 t 535 t

753
排出量 計画処理量 中間処理量 37.8

直接資源化量 処理後再生利用量
0 535
0.0 処理残渣量 26.9

316
自家処理量 直接最終処分量 15.9 最終処分量

処理後最終処分量

1,990 t
1,990 1,069 219
100 53.7 減量化量 11.0

0 t
921 1,140
46.3 57.3

※端数調整の関係で合計及び割合の合計が合わない場合がある。 

【苫前町】 

t t

％ ％
t
％

t t t
％ ％ ％

t
％

t t
％ ％

0 t
312 397
44.8 57.0

102
自家処理量 直接最終処分量 14.7 最終処分量

処理後最終処分量

696 t
696 384 85
100 55.2 減量化量 12.2

282
排出量 計画処理量 中間処理量 40.5

直接資源化量 処理後再生利用量

0 197

0 処理残渣量 28.3

集団回収量 総資源化量

0 t 197 t

※端数調整の関係で合計及び割合の合計が合わない場合がある。 

【初山別村】 

t t

％ ％

t

％

t t t

％ ％ ％

t

％

t t

％ ％

集団回収量 総資源化量

0 t 103 t

140

排出量 計画処理量 中間処理量 45.8

直接資源化量 処理後再生利用量

0 103

0 処理残渣量 33.7

処理後最終処分量

306 t
306 190 37

100 62.1 減量化量 12.1

0 t
116 153

37.9 50.0

50

自家処理量 直接最終処分量 16.3 最終処分量

※端数調整の関係で合計及び割合の合計が合わない場合がある。 
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（４）羽幌町の生活排水処理の目標

生活排水処理については表 2-2 に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等を進めて

いくものとする。

表 2-2 生活排水処理に関する現状と目標 

公共下水道 4,109人 (59.5％) 4,648人 (74.9％)

農業集落排水施設等 0人 (0.0％) 0人 (0.0％)

合併処理浄化槽等 197人 (2.9％) 329人 (5.3％)

未処理人口 2,596人 (37.6％) 1,227人 (19.8％)

合　計 6,902人 6,204人

汲み取りし尿量 1,823kL 1,427kL

浄化槽汚泥量 352kL 417kL

平成30年度実績 令和6年度目標

2,175kL 1,844kL

処

理

形

態

別

人

口

し

尿

・

汚

泥

の

量

合　計

（５）苫前町の生活排水処理の目標

生活排水処理については表 2-3 に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等を進めて

いくものとする。

表 2-3 生活排水処理に関する現状と目標 

公共下水道 1,291人 (43.2％) 1,476人 (53.7％)

農業集落排水施設等 0人 (0.0％) 0人 (0.0％)

合併処理浄化槽等 199人 (6.7％) 214人 (7.8％)

未処理人口 1,497人 (50.1％) 1,058人 (38.5％)

合　計 2,987人 2,748人

汲み取りし尿量 1,409kL 992kL

浄化槽汚泥量 341kL 206kL

1,750kL 1,198kL

令和元年度実績 令和6年度目標

処

理

形

態

別

人

口

し

尿

・

汚

泥

の

量

合　計
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３．施策の内容

（１）発生抑制・再使用の推進

ア 有料化 

本組合では、平成 14年 11月以降、生ごみ、一般ごみ、破砕ごみの指定袋制のごみ

袋有料化を実施している。今後も引き続き有料化を推進していく。

イ 環境教育、普及啓発、助成 

住民による自主的な取組みを促進するため、家庭における排出抑制・リサイクルに

関する情報提供や啓発の充実を図り、ごみ問題に対する意識向上のために、住民に対

する出前講座を設ける。また、転入者等に対しても、分別について説明する機会を設

ける。

ウ マイバッグ運動・レジ袋対策 

住民に対して買い物袋を持参するマイバッグ運動の実施とレジ袋削減への協力を要

請し、事業者に対しては簡易包装やレジ袋削減等の取組みに対する啓発を実施する。

エ 生活排水対策 

      家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため、次の啓発活動を行う。

     ・下水道への接続

     ・合併処理浄化槽設置に対する助成制度の活用

     ・資源ごみとしての廃食油の排出

     ・プリン石鹸等、環境へ影響の少ない洗剤等の使用

（２）処理体制

ア 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

本組合の生ごみは、生ごみ堆肥化施設で堆肥化し、一般ごみは最終処分場で直接埋

立処分、粗大ごみと破砕ごみは破砕選別処理、資源ごみはリサイクルプラザで手選別、

圧縮、梱包などを行った後、資源化している。危険ごみと廃食用油もリサイクルプラ

ザで資源化し、動物死骸・動物残滓は最終処分場に埋立処分している。

今後も現状の処理体制を維持していくが、ごみ質やごみ量の変化、受け入れ体制の

変更等、現状と大きく状況が変化した場合は、処理体制を検討し、効率的な処理体制

となるよう適宜見直しを行う。

また、既設の生ごみ堆肥化施設は老朽化並びに装置設備の劣化進行に対して、安定

的処理を継続する必要があるため、新生ごみ堆肥化施設を整備する。既設の最終処分

場は逼迫していることから、最終処分場を整備し、将来の安定的なごみの埋立処分を

行う。
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表 3-1 生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

一次処理 二次処理 一次処理 二次処理

一般ごみ 埋立
最終処分場

（直接埋立）
1,530 一般ごみ 埋立

最終処分場

（直接埋立）
1,338

生ごみ
資源化・残渣埋立

（堆肥化）

きらりサイクル工房

（生ごみ堆肥化施設）

最終処分場

（残渣埋立）
656 生ごみ

資源化・残渣埋立

（堆肥化）

きらりサイクル工房

（生ごみ堆肥化施設）

最終処分場

（残渣埋立）
574

資源ごみ
資源化・残渣埋立

（手選別・圧縮梱包）
きらりサイクル工房

最終処分場

（残渣埋立）
901 資源ごみ

資源化・残渣埋立

（手選別・圧縮梱包）
きらりサイクル工房

最終処分場

（残渣埋立）
789

粗大ごみ 146 粗大ごみ 127

破砕ごみ 164 破砕ごみ 143

危険ごみ 6 危険ごみ 5

廃食用油 5 廃食用油 4

動物死骸・残滓 埋立
最終処分場

（直接埋立）
13 動物死骸・残滓 埋立

最終処分場

（直接埋立）
12

分別区分 処理方法
処理施設等

きらりサイクル工房

（ストックヤード）

きらりサイクル工房
最終処分場

（残渣埋立）

分別区分 処理方法
処理施設等 処理実績

（トン）

資源化・残渣埋立

（破砕選別処理）

保管

今　　　　　　後　（R6年）現　　　　　　状　（Ｈ29年）

資源化・残渣埋立

（破砕選別処理）
きらりサイクル工房

最終処分場

（残渣埋立）

保管
きらりサイクル工房

（ストックヤード）

最終処分場

（残渣埋立）

処理実績
（トン）

最終処分場

（残渣埋立）

※ 分別区分については、区分された廃棄物が具体的にどのような廃棄物を指すかを添付資料 3により説明 

イ 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

本組合の事業系ごみは、事業者が自らごみ処理施設に搬入するか、各町村の許可を

得た民間の一般廃棄物収集運搬業者に委託し、生活系ごみと同様に分別排出すること

で本組合のごみ処理施設への受け入れを行っている。今後も現状の体制を維持してい

く。事業系ごみの本組合の処理施設での受け入れにおいては、まず事業者が独自に可

能な限り資源化・リサイクルを行うことが前提であり、その上で残ったごみを本組合

のごみ処理施設で受け入れることとする。

ウ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物の現状と今後 

現状は産業廃棄物の処理を実施していないが、今後は産業廃棄物の仮置きや処理体

制について検討を行うとともに、周辺地域の自治体との連携体制の構築を図る。

エ 生活排水処理の現状と今後 

      生活排水の処理については、公共下水道が整備されていない区域で、合併処理浄化

槽の設置に対する助成制度の活用を地域住民に周知し、引き続き合併処理浄化槽の整

備を奨励する。

      し尿・浄化槽汚泥については、し尿前処理施設にて濃度や流量を調整し、羽幌浄化

センターにて下水との一括処理を行う。

オ 今後の処理体制の要点 

○ 既存の生ごみ堆肥化施設の老朽化並びに装置設備の劣化進行に対して、安定的処理を継

続する必要があるため、新生ごみ堆肥化施設を整備する。

○ 最終処分場を整備し、将来の安定的なごみの埋立処分を行う。

○ ごみ質やごみ量の変化及びごみの受け入れ体制の変更により現状と大きく状況が変わ

った場合は、処理体制を検討し、効率的な処理体制となるよう適宜見直しを行う。
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（３）処理施設等の整備

ア 廃棄物処理施設 

表 3-2のとおり廃棄物処理施設を整備する。

表 3-2 整備する処理施設 

事業

番号
整備施設種類施設名 処理能力 設置予定地 事業期間 国土強靭化

1 有機性廃棄物リサイクル推進施設

（生ごみ堆肥化施設）

2.0t/日 苫前郡羽幌町字築別

790番地（羽幌町有地）

Ｒ3～Ｒ5 - 

2 最終処分場 41,300m3 苫前郡羽幌町字築別

789番地（羽幌町有地）

Ｒ3～Ｒ5 - 

事業番号 整備理由

1 既存の生ごみ堆肥化施設の老朽化並びに装置設備の劣化進行に対して、安定的処理を継続する必

要があるため、新生ごみ堆肥化施設を整備する。

2 既存の最終処分場が令和 6年度に埋立完了見込みであるため、新最終処分場を整備する。

イ 合併処理浄化槽の整備 

 ① 羽幌町（事業番号 3）

  合併処理浄化槽の整備については、表 3-3のとおり行う。

 ② 苫前町（事業番号 4）

  合併処理浄化槽の整備については、表 3-4のとおり行う。

表 3-3 整備する処理施設（羽幌町） 

直近の整備済 整備計画 整備計画
基　　数（基） 基　　数 人　　口
（平成30年度） （基） （人）

浄化槽設置整備事業 42 16 88 R2～R5 羽幌町強靭化計画
浄化槽市町村整備推進事業 0 0 0 R2～R5 -
その他地方単独事業 0 0 0 R2～R5 -

合　　　　計 42 16 88

事　　　　業 事業期間 国土強靭化

表 3-4 整備する処理施設（苫前町） 

直近の整備済 整備計画 整備計画
基　　数（基） 基　　数 人　　口
（令和元年度） （基） （人）

浄化槽設置整備事業 20 12 74 R3～R5 苫前町強靭化計画
浄化槽市町村整備推進事業 0 0 0 R3～R5 -
その他地方単独事業 0 0 0 R3～R5 -

合　　　　計 20 12 74

事　　　　業 事業期間 国土強靭化
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（４）施設整備に関する計画支援事業

（３）の施設整備を円滑に行うため、表 3-5のとおり計画支援を行う。

表 3-5 実施する計画支援事業 

事業番号 事業名 事業内容 事業期間 

1 有機性廃棄物リサイクル推進

施設整備（事業番号 1）に係る

調査設計業務 

有機性廃棄物リサイクル推進施設基本

計画、有機性廃棄物リサイクル推進施

設基本設計 

Ｒ1～Ｒ2 

2 最終処分場整備（事業番号 2）

に係る調査・設計業務 

測量、地質調査、生活環境影響調査、

最終処分場基本計画、最終処分場基

本設計、最終処分場実施設計 

Ｒ1～Ｒ2 

（５）その他の施策

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。

ア 再生利用品の需要拡大事業 

住民及び事業者への再生利用品の使用の普及・啓発を実施する。

イ 廃家電のリサイクルに関する普及啓発 

廃家電等について、関係機関と協力し、正しく排出できるよう普及・啓発を実施す

る。

ウ 不法投棄対策 

不法投棄対策として無人カメラの設置による監視や、立て看板による注意啓発を実

施している。今後はごみの適正処理について住民及び事業者への啓発を行うとともに、

警察機関や地域住民と連携を図り監視体制を強化する。

エ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

災害時に発生する廃棄物の処理や災害などにより、一時的に本組合内や広域でのご

み処理等が不可能となった場合に備えて、災害廃棄物の臨時集積場所等を検討する。

また、大規模な地震や水害等の災害時に大量に発生すると想定される災害廃棄物に

ついて、円滑かつ適正に処理できる体制の整備を強化する。
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４．計画のフォローアップと事後評価

（１）計画のフォローアップ

本組合は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じ

て国、北海道及び本組合内で意見交換しつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを

行う。

（２）事後評価及び計画の見直し

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに

計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとす

る。

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すもの

とする。
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添付資料 1 

図 1 対象地域図
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添付資料 2 

現状と目標のトレンドグラフ 
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【羽幌町】 
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【苫前町】 
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【初山別村】 
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図 19 指標と人口の要因に関するトレンドグラフ（総ごみ排出量） 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

動物残滓 動物死骸 廃食用油 危険ごみ

可燃性容器 破砕ごみ 資源ごみ 一般ごみ

生ごみ 粗大ごみ 人口

予測実績

（年度）

（t） （人）

図 20 指標と人口の要因に関するトレンドグラフ（生活系ごみ排出量） 
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添付資料 3 

表 1 分別区分説明資料 

離島のみ

生　　ご　　み
残飯、料理くず、茶
がら、コーヒーがら、
卵のから　など

指定ごみ袋に入
れて出す。

各家庭で用意した「フタつきのバ
ケツ」に入れ、「生ごみ処理券」を
はさんで出す。
収集後は、ゴミステーションに出
したバケツを回収する。

・ 水分を完全に切ってから出す。（水きりネットを使
用する場合は、排出時に取り除く。）
・ 生ごみ以外のものは、絶対に取り除く。
・ 野菜など原形のままのものは、切ってから出す。
・ 骨などで硬くて長いものは、砕いてから出す。

一　般　ご　み

紙くず、割り箸、菓
子箱、コード類、た
ばこの吸殻、紙おむ
つ　など

・ 付着物は完全に取り除き、液状の付着物につい
ては洗浄してから出す。
・ 金属類は必ず取り除き、「破砕ごみ」として出
す。
・ 紙おむつに付着している汚物は、完全に取り除
いてから出す。

缶　　　類 飲料缶

ビ　ン　類 ビン

ペットボトル ペットボトル

ダンボール ダンボール

新聞 新聞

雑誌 雑誌

紙パック 紙パック

その他プラスチッ
ク

白色トレイ、カップ容
器、卵パック、納豆
の容器　など

・ 洗えないものは「一般ごみ」で出す。
・ 「プラマーク」の表示がないものは入れない。

布　　　類　
・ 綿50％以下のものは、「一般ごみ」で出す。
・ 必ず洗濯する。
・ ボタンやファスナーははずさなくてもよい。

粗　大　ご　み

電化製品（テレビ・
エアコン・冷蔵庫 ・
冷凍庫・洗濯機・衣
類乾燥機およびパソ
コン除く）、家具類な
ど

・ 排出する電化製品で「コード」がついているもの
は、はずして「一般ごみ」で出し、電池や充電式
バッテリーは「危険ごみ」として出す。
・テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機は、粗
大ごみとして廃棄することはできない。
・ 家庭での使用済みパソコンは、粗大ごみとして
廃棄することはできない。購入したメーカーに問い
合わせること。

破　砕　ご　み
金属類、革製品、陶
器類、割れたガラス
など

・ はさみ、包丁、カミソリなどは、鋭利な部分にガ
ムテープを巻いて安全処理をしてから出す。
・ 割れたガラスなどもガムテープで安全処理をし
て出す。
・ 細かく割れているものは新聞紙等で包み、中に
何が入っているか明記する。
・ 小型廃家電製品でコードが付いているものは、
はずして「一般ごみ」で出し、電池や充電式バッテ
リーは「危険ごみ」として出す。

可燃性容器
スプレー缶、カセット
ボンベ

・必ず缶に穴をあけ、ガスを完全に抜く。

危　険　ご　み
乾電池、蛍光灯
（管）、体温計（水銀
使用）　など

・小型充電式電池、ボタン電池は電気店に設置し
ているリサイクルボックスに入れる。

廃　食　用　油 天ぷら油　など
・取り除いた天かすは「生ごみ」として出す。
・固めたものは収集しない。

動物死骸・残滓

天かすなどの不純物を取り除き、収集日にゴミス
テーション内のポリ容器に移し替えて出す。

付着している不純物を取り除き洗ってから、買い物
袋や透明または白色系の袋に入れて出す。

透明または白色系袋に「布類」と明記して出す。

決められた期日までに申し込みをして、「粗大ごみ
処理券」に氏名を書き排出品に貼って自宅前に出
す。

指定ごみ袋に入れて出す。

羽幌町・初山別村：ステーション内のカゴに入れ
る。
苫前町：ごみステーションの空きスペースに置くか、
飛散が心配な場合はレジ袋等の透明な袋に「可燃
性容器」等と明記して出す。

蛍光灯（管）や電球は、新品が入っていたケースに
入れ透明または白色系袋に中身を明記して出す。
その他のものは、ゴミステーション内のポリ容器に入
れる。

分別種類 品目
排出方法

注意など

指定ごみ袋に入れて出す。

資
源
ご
み

キャップ・ラベルを取り外して中を洗う。
缶・びんはゴミステーション内の「かご」に入れ、
ペットボトルは「あみ」に入れて出す。

・ 容器の中は必ず洗って不純物を取り除く。

種類ごとに持ち運びやすい大きさにし、ひもで十文
字にしばって出す。

・ ダンボールでも表面がビニールやロウで加工して
いるものは、「一般ごみ」として出す。
・ 紙パックは中を洗い、切り開いて乾燥させてから
出す。
　（中がアルミコーティングされているものは、「一
般ごみ」として出す。
・ 新聞紙、雑誌類以外の紙類は「一般ごみ」として
出す。
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添付資料 4 

所有施設の概要 

■資源化施設系

きらりサイクル工房（破砕選別施設）

設置主体 羽幌町外2町村衛生施設組合

所在地 苫前郡羽幌町字築別815番地

処理能力
6.7t／日(破砕選別・磁選機)
4.6t／日(圧縮・減容化設備)

竣工 平成14年11月

対象品目
破砕選別・磁選機（粗大ごみ、破砕ごみ）
圧縮・減容化設備（缶類、ビン類、ペットボトル、発泡スチ
ロール、紙パック、ダンボール、古紙）

処理方法 破砕選別・手選別・圧縮梱包

補助の有無 有

きらりサイクル工房（ストックヤード）

設置主体 羽幌町外2町村衛生施設組合

所在地 苫前郡羽幌町字築別815番地

処理能力 1,260m2

竣工 平成14年11月

対象品目 圧縮・梱包後資源物、危険ごみ、廃食用油

処理方法 保管

補助の有無 有
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■堆肥化施設系

きらりサイクル工房（生ごみ堆肥化施設）

設置主体 羽幌町外2町村衛生施設組合

所在地 苫前郡羽幌町字築別815番地

処理能力 6.0t／日

竣工 平成14年11月

対象品目 生ごみ

処理方法 破砕・発酵

補助の有無 有

■最終処分場系

一般廃棄物最終処分場

設置主体 羽幌町外2町村衛生施設組合

所在地 苫前郡羽幌町字築別815番地

埋立面積 13,100m2

埋立容積 72,000m3

竣工 平成15年11月

埋立対象物 一般ごみ、破砕残渣、生ごみ残渣、資源ごみ残渣等

浸出水処理方法
能力：50m3/日
方式：接触曝気処理方式+凝集沈殿処理+砂ろ過+消毒

補助の有無 有
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）
年
月

備
考

破
砕
選
別
施
設

き
ら
り
サ
イ
ク
ル
工
房

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

破
砕
選
別
・手
選

別
・
圧
縮
梱
包

破
砕
選
別
・磁
選

機
：
6.
7t
/日

圧
縮
・減
容
化
設
備
：

4.
6t
/日

H
14
.1
1

未
定

未
定

ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド

き
ら
り
サ
イ
ク
ル
工
房

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

保
管

1,
26
0㎡

H
1
4.
11

未
定

未
定

浸
水
想
定
な
し

生
ご
み
堆
肥
化
施
設
き
ら
り
サ
イ
ク
ル
工
房

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

破
砕
・
発
酵

破
砕
・発
酵
（
堆
肥
化

設
備
）
：6
.0
t/
日

H
14
.1
1

未
定

未
定

浸
水
想
定
な
し

最
終
処
分
場

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

一
般
廃
棄
物

最
終
処
分
場

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

埋
立
対
象
物
：
一

般
ご
み
、
破
砕
残

渣
、
生
ご
み
残
渣
、

資
源
ご
み
残
渣
等

埋
立
面
積
：1
3,
10
0
㎡

埋
立
容
積
：7
2,
00
0
 

浸
出
水
処
理
施
設
：

50
 
/
日

H
14
.1
1

未
定

未
定

浸
水
想
定
な
し

ご
み
焼
却
施
設

広
域
ご
み
処
理
施
設

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

機
械
化
バ
ッ
チ
式

27
t/
日
（
13
.5
t/
日
8h

×
2
炉
）

Ｓ
5
4.
4

Ｈ
14
.1
1

未
定

浸
水
深
　
２
～
３
ｍ
、
廃
止
済

ご
み
焼
却
施
設

天
売
ご
み
処
理
施
設

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

機
械
化
バ
ッ
チ
式

2
t/
日
（8
h）

Ｓ
5
2.
4

H
4.
3

未
定

浸
水
想
定
な
し

ご
み
焼
却
施
設

焼
尻
ご
み
処
理
施
設

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

機
械
化
バ
ッ
チ
式

2
t/
日
（8
h）

Ｓ
5
3.
4

Ｈ
11
.1
0

未
定

浸
水
想
定
な
し

し
尿
処
理
施
設

広
域
し
尿
処
理
施
設

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

好
気
性
処
理
方
式

35
kl
/
日

Ｓ
5
5.
4

Ｈ
28
.1
2

未
定

浸
水
深
　
２
～
３
ｍ
、
廃
止
済

（２
）更
新
（改
良
）
・新
設
施
設
リ
ス
ト

施
設
種
別

施
設
名

事
業
主
体

型
式
及
び
処
理
方
式

処
理
能
力
（
単
位
）

竣
工
予
定
年
月

更
新
（
改
良
）・
新
設
理
由
廃
焼
却
施
設
解
体
の
有
無

（解
体
施
設
の
名
称
）

廃
焼
却
施
設
解
体
事
業

着
手
（予
定
）
年
月

完
了
（予
定
）
年
月

想
定
さ
れ
る
浸
水
深
と
対

策

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
再

商
品
化
を
実
施

す
る
た
め
の
施

設
整
備
事
業

備
考

生
ご
み
堆
肥
化
施
設
生
ご
み
堆
肥
化
施
設

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

破
砕
・
発
酵

2.
0t
/日

R
5
.9

既
存
施
設
の
老
朽
化
並
び

に
装
置
設
備
の
進
行
に
対

し
て
、
安
定
的
処
理
を
継

続
的
に
行
う
必
要
が
あ
る

た
め
。

-
浸
水
想
定
な
し

-

最
終
処
分
場

最
終
処
分
場

羽
幌
町
外
2町
村

衛
生
施
設
組
合

セ
ル
方
式
に
よ
る
準

好
気
性
埋
立
構
造

41
,3
00
m
3

R
5
.9

埋
立
容
量
が

満
杯
と
な
る
た
め
。

-
浸
水
想
定
な
し

-

想
定
さ
れ
る
浸
水
深
と
対
策

浸
水
想
定
な
し
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4
-
1
 
生
活
排
水
処
理
の
現
状
と
目
標
（
羽
幌
町
）
 

指
標

・
単

位

過
 
去
 
の
 
状
 
況
 
・
 
現
 
状
 

目
 
標
 

平
成

2
6
年
度

平
成

2
7
年
度

平
成

2
8
年
度

平
成

2
9
年
度

平
成

3
0
年
度

令
和
元
年
度
 

令
和

6
年
度
 

総
人

口
 

 
7
,
4
9
0
人

7
,
3
5
8
人

7
,
2
5
1
人

7
,
0
8
9
人

6
,
9
0
2
人

集
計
中
 

6
,
2
0
4
人

公
共

下
水

道
 
汚
水
衛
生
処
理
人
口
 

 
汚
水
衛
生
処
理
率
又
は
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
 

3
,
7
6
6
人

5
0
.
3
％

3
,
8
7
1
人

5
2
.
6
％

3
,
9
3
2
人

5
4
.
2
％

4
,
0
0
5
人

5
6
.
5
％

4
,
1
0
9
人

5
9
.
5
％

集
計
中
 

4
,
6
4
8
人

7
4
.
9
％

集
落

排
水

施
設

等
 
汚
水
衛
生
処
理
人
口
 

 
汚
水
衛
生
処
理
率
又
は
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
 

合
併

処
理

浄
化

槽
等

 
汚
水
衛
生
処
理
人
口
 

 
汚
水
衛
生
処
理
率
又
は
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
 

2
0
1
人

2
.
7
％

2
0
1
人

2
.
7
％

1
8
4
人

2
.
5
％

1
9
4
人

2
.
7
％

1
9
7
人

2
.
9
％

集
計
中
 

3
2
9
人

5
.
3
％

未
処

理
人

口
 
汚
水
衛
生
未
処
理
人
口
 

3
,
5
2
3
人

3
,
2
8
6
人

3
,
1
3
5
人

2
,
8
9
0
人

2
,
5
9
6
人

集
計
中
 

1
,
2
2
7
人

 
 
※
 
別
添
資
料
と
し
て
指
標
と
人

口
等
の
要
因
に
関

す
る
ト
レ
ン

ド
グ
ラ

フ
を
添
付
の
こ
と

。
（
別
紙
参

考
を
参

照
）
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4
-
2
 
生
活
排
水
処
理
の
現
状
と
目
標
（
苫
前
町
）
 

指
標

・
単

位

過
 
去
 
の
 
状
 
況
 
・
 
現
 
状
 

目
 
標
 

平
成

2
7
年
度

平
成

2
8
年
度

平
成

2
9
年
度

平
成

3
0
年
度

令
和
元
年
度

令
和

2
年
度
 

令
和

6
年
度
 

総
人

口
 

 
3
,
2
6
1
人

3
,
2
0
8
人

3
,
1
3
4
人

3
,
0
6
5
人

2
,
9
8
7
人

集
計
中
 

2
,
7
4
8
人

公
共

下
水

道
 
汚
水
衛
生
処
理
人
口
 

 
汚
水
衛
生
処
理
率
又
は
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
 

1
,
1
1
8
人

3
4
.
3
％

1
,
1
6
2
人

3
6
.
2
％

1
,
2
0
3
人

3
8
.
4
％

1
,
2
5
1
人

4
0
.
8
％

1
,
2
9
1
人

4
3
.
2
％

集
計
中
 

1
,
4
7
6
人

5
3
.
7
％

集
落

排
水

施
設

等
 
汚
水
衛
生
処
理
人
口
 

 
汚
水
衛
生
処
理
率
又
は
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
 

合
併

処
理

浄
化

槽
等

 
汚
水
衛
生
処
理
人
口
 

 
汚
水
衛
生
処
理
率
又
は
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
 

1
9
9
人

6
.
1
％

2
0
5
人

6
.
3
％

2
1
1
人

6
.
7
％

2
0
4
人

6
.
7
％

1
9
9
人

6
.
7
％

集
計
中
 

2
1
4
人

7
.
8
％

未
処

理
人

口
 
汚
水
衛
生
未
処
理
人
口
 

1
,
9
4
4
人

1
,
8
4
1
人

1
,
7
2
0
人

1
,
6
1
0
人

1
,
4
9
7
人

集
計
中
 

1
,
0
5
8
人

※
 
別
添
資
料
と
し
て
指
標
と
人
口
等

の
要
因
に
関
す
る

ト
レ
ン
ド
グ

ラ
フ
を

添
付
の
こ
と
。
（

別
紙
参
考
を

参
照
）
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５
 
浄

化
槽
の
整
備
の

状
況
と
更
新
、
廃
止
、
新
設
の

予
定
 

施
 
設
 
種
 
別

事
業
主
体

現
 
有
 
施
 
設
 
の
 
内
 
容

整
備
予
定
基
数
の
内
容

備
 
 
 
 
考
 

基
 
 
数
 

処
理
人
口
 

開
始
年
月

基
 
 
 
数
 

処
理
人
口
 

目
標
年
次

浄
化

槽
設

置
整

備
事
業
（
事
業
番
号

3
）
 

羽
幌

町
 

4
2
基

1
1
8
人

H
1
4
.
4 

1
6
基

8
8
人

R
6
 

 

浄
化

槽
設

置
整

備
事
業
（
事
業
番
号

4
）
 

苫
前

町
 

2
0
基

6
7
人

H
2
1
.
4 

1
2
基

7
4
人

R
6
 

 

 
 
  
※
 
計
画
地
域
内
の
施
設
の
状
況

（
現
況
、
予
定
）

を
地
図
上
に
示
し
た

も
の
を
添
付
の
こ

と
。
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様
 式
 ２

単
位
開
始
終
了

令
和

元
年
度

令
和

2
年
度

令
和

3
年
度

令
和

4
年
度

令
和

5
年
度

令
和

元
年
度

令
和

2
年
度

令
和

3
年
度

令
和

4
年
度

令
和

5
年
度

5
4
6
,1
5
0

0
0

1
7
,6
3
4

2
6
7
,3
5
8

2
6
1
,1
5
8

4
9
0
,8
1
0

0
0

1
5
,8
1
0

2
3
1
,3
3
0

2
4
3
,6
7
0

1
羽
幌
町
外
2

町
村
衛
生
施

設
組
合

2
.0
t/
日
R
3
R
5

5
4
6
,1
5
0

1
7
,6
3
4

2
6
7
,3
5
8

2
6
1
,1
5
8

4
9
0
,8
1
0

1
5
,8
1
0

2
3
1
,3
3
0

2
4
3
,6
7
0

1
,8
3
3
,8
1
0

0
0

2
0
9
,8
6
3

4
9
8
,7
9
8

1
,1
2
5
,1
4
9

1
,5
0
2
,5
6
0

0
0

1
8
1
,4
0
0

4
5
1
,9
4
0

8
6
9
,2
2
0

2
羽
幌
町
外
2

町
村
衛
生
施

設
組
合

4
1
,3
0
0
 

R
3
R
5

1
,8
3
3
,8
1
0

2
0
9
,8
6
3

4
9
8
,7
9
8

1
,1
2
5
,1
4
9

1
,5
0
2
,5
6
0

1
8
1
,4
0
0

4
5
1
,9
4
0

8
6
9
,2
2
0

9
7
,6
2
0

5
3
,6
2
0

4
4
,0
0
0

0
0

0
9
7
,6
2
0

5
3
,6
2
0

4
4
,0
0
0

0
0

0

3
1
羽
幌
町
外
2

町
村
衛
生
施

設
組
合

1
6
,5
0
0

5
,5
0
0

1
1
,0
0
0

1
6
,5
0
0

5
,5
0
0

1
1
,0
0
0

3
2
羽
幌
町
外
2

町
村
衛
生
施

設
組
合

8
1
,1
2
0

4
8
,1
2
0

3
3
,0
0
0

8
1
,1
2
0

4
8
,1
2
0

3
3
,0
0
0

1
2
,7
4
7

0
1
,6
1
5

2
,7
3
7

4
,7
1
4

3
,6
8
1

1
0
,9
7
7

0
1
,4
9
7

2
,3
7
9

3
,8
7
6

3
,2
2
5

3
羽
幌
町

1
6
基

R
2
R
5

6
,4
6
0

1
,6
1
5

1
,6
1
5

1
,6
1
5

1
,6
1
5

5
,9
8
8

1
,4
9
7

1
,4
9
7

1
,4
9
7

1
,4
9
7

4
苫
前
町

1
2
基

R
3
R
5

6
,2
8
7

1
,1
2
2

3
,0
9
9

2
,0
6
6

4
,9
8
9

8
8
2

2
,3
7
9

1
,7
2
8

2
,4
9
0
,3
2
7

5
3
,6
2
0

4
5
,6
1
5

2
3
0
,2
3
4

7
7
0
,8
7
0

1
,3
8
9
,9
8
8

2
,1
0
1
,9
6
7

5
3
,6
2
0

4
5
,4
9
7

1
9
9
,5
8
9

6
8
7
,1
4
6
1
,1
1
6
,1
1
5

※
組
合
構
成
町
村
：
羽
幌
町
、
苫
前
町
、
初
山
別
村

最
終
処
分
場
整
備

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
等
事
業
実
施
計
画
総
括
表
２

事
　
業
　
種
　
別

事
業

番
号
※
１

事
業
主
体

名
　
　
　
称

※
２

規
　
模

事
業
期
間

総
事
業
費
（
千
円
）

交
付
対
象
事
業
費
（
千
円
）

備
　
　
考

事
　
業
　
名
　
称

○
浄
化
槽
に
関
す
る
事
業

浄
化
槽
設
置
整
備

合
  
  
 　
　
計

○
有
機
性
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
に
関
す
る
事
業

ご
み
た
い
肥
化
施
設
整
備
事
業

○
最
終
処
分
に
関
す
る
事
業

有
機
性
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
施
設
設
備
に

係
る
調
査
・
設
計
業
務

最
終
処
分
場
整
備
に
係
る
調
査
・
設
計
業
務

○
施
設
整
備
に
関
す
る
計
画
支
援
 事
業
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様 式 ３

開
始

終
了

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

11 ごみ有料化

平成14年11月移行、生ごみ、
一般ごみ、破砕ごみの指定
袋制のごみ袋有料化を実施
している。

組合 R1 R5

12
環境教育、普及啓発、
助成

住民による自主的な取組みを
促進するため、家庭における
排出抑制・リサイクルに関す
る情報提供や啓発の充実を
図り、ごみ問題に対する意識
向上のために、住民に対する
出前講座を設ける。

組合 R1 R5

13
マイバッグ運動・レジ袋
対策

住民に対して買い物袋を持参
するマイバッグ運動の実施と
レジ袋削減への協力を要請
し、事業者に対しては簡易包
装やレジ袋削減等の取組み
に対する啓発を実施する。

組合 R1 R5

処理体制
の構築、変
更に関する
もの

21
事業系一般廃棄物対
策

事業者が自ら処理施設に搬
入するか、各町村の許可を得
た民間の一般廃棄物運搬業
者に委託することとする。事
業系ごみの本組合の受け入
れにおいては、まず事業者が
独自に可能な限り資源化・リ
サイクルを行うことが前提で
あり、その上で残ったごみを
本組合のごみ処理施設で受
け入れることとする。

組合 R1 R5

1
有機性廃棄物リサイク
ル推進施設

2.0t/日 組合 R3 R5 ○

2 最終処分場 41,300m
3 組合 R3 R5 ○

3 合併浄化槽整備 羽幌町 R2 R5 ○

4 合併浄化槽整備 苫前町 R3 R5 ○

31

有機性廃棄物リサイク
ル推進施設整備（事業
番号1）に係る調査設計
業務

有機性廃棄物リサイクル推進
施設基本計画、有機性廃棄
物リサイクル推進施設基本設
計

組合 R1 R2 ○

32
最終処分場整備（事業
番号2）に係る調査設計
業務

測量、地質調査、生活環境影
響調査、最終処分場基本計
画、最終処分場基本設計、最
終処分場実施設計

組合 R1 R2 ○

41
再生利用品の需要拡
大事業

住民及び事業者への再生利
用品の使用の普及・啓発を実
施する。

組合 R1 R5

42
廃家電リサイクルに関
する普及啓発

廃家電等について、関係機関
と協力し、正しく排出できるよ
う普及啓発を実施する。

組合 R1 R5

43 不法投棄対策

不法投棄対策として無人カメ
ラの設置による監視や、立て
看板による注意啓発を実施し
ている。今後はごみの適正処
理について住民及び事業者
への啓発を行うとともに、警
察機関や地域住民と連携を
図り監視体制を強化する。

組合 R1 R5

44
災害時の廃棄物に関
する事項

災害時に発生する廃棄物の
処理や災害などにより、一時
的に本組合内や区域でのご
み処理等が不可能となった場
合に備えて、災害廃棄物の臨
時集積所等を検討する。ま
た、大規模な地震や水害等
の災害時に大量発生すると
想定される災害廃棄物につ
いて、円滑かつ適正に処理で
きる体制の整備を強化する。

組合 R1 R5

※１ 処理施設の整備に係る事業番号については、計画本文３(3)表４に示す事業番号及び様式２の事業番号と一致させること。

事業
期間

交付
金必
要の
要否

事　　　業　　　計　　　画
備　　考

発生抑制、
再使用の
推進に関
するもの

処理施設
の整備に
関するもの

施設整備
に係る計画
支援に関
するもの

その他

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧

施策種別
事業
番号
※１

施策の名称等 施策の概要
実施
主体

事業実施

事業実施

事業実施

事業実施

建設工事

建設工事

合併浄化槽整備

基本計画 基本設計

測量・地質調査

基本計画・

基本設計

生活環境

影響調査

実施設計

事業実施

事業実施

事業実施

事業実施

合併浄化槽整備
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【参考資料様式３】

都道府県名　北海道

（1）事業主体名 羽幌町外2町村衛生施設組合

（2）施設名称

（3）工期

（4）施設規模

（5）型式及び処理方式

（6）地域計画内の役割

（7）廃焼却施設解体工事
　　 の有無

「ごみ堆肥化施設」を整備する場合

（8）堆肥の利用計画

「ごみ飼料化施設」を整備する場合

施設概要（有機性廃棄物リサイクル施設系）

破砕・発酵

（9）飼料の利用計画

（10）総事業計画額

2.0t/日

現在（既設）と同様に、生ごみからできた堆肥は「きらりコンポス
ト」という名称で、住民に配布し、窒素・リン酸・カリなどを含ん
だ有機性主体の特殊肥料で、家庭菜園などに活用。

有　　　　　無

有機性廃棄物リサイクル推進施設（ごみたい肥化施設）

令和3（2021）年度～令和5（2023）年度

既設の生ごみ堆肥化施設の老朽化、装置設備の劣化により処理能
力・性能が低下したため、今後も安定的処理を行うために整備す
る。

うち、交付対象事業費　490,810千円

　　　　　 　　   　 　             546,150千円　　　　　　　
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【参考資料様式４】

都道府県名　北海道

（1）事業主体名 羽幌町外2町村衛生施設組合

（2）施設名称 最終処分場

（3）工期

（4）処分場面積・容積 41,300m3

（5）処分開始年度
　　 及び終了年度

（6）跡地利用計画

（7）地域計画内の役割 組合内で発生するごみの継続的な処分先の確保

（8）廃焼却施設解体工事
　　 の有無

有　　　　　無

施設概要（最終処分場系）

埋立開始：令和5（2023）年度
埋立終了：令和21（2039）年度

未定

（9）総事業計画額

令和3（2021）年度～令和5（2023）年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,833,810千円　　　　　　　

うち、交付対象事業費　1,502,560千円
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【参考資料様式６】 

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 北海道        

(1) 事業主体名 羽幌町 

(2) 事業名称 浄化槽設置整備事業 

(3) 事業の実施目的及び内容 

羽幌町の生活排水・し尿処理対策の推進のため、下水道整備計画区域

外の住民に対し、合併処理浄化槽の設置費の一部を補助することによ

り、整備促進を図るものである。 

(4）事業期間 令和２年度 ～ 令和５年度 

(5) 事業対象地域の要件 

下水道法第４条第１項の認可又は同法第２５条の３第１項の認可を受け
た事業計画に定められた予定処理区域以外の区域で、その他人口増加が
著しい等上記の地域と同等以上に雑排水対策を推進する必要があると認
められる地域 

(6) 事業計画額 

交付対象事業費 ５，９８８千円
うち  （以下の事業を実施する場合）

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費   千円
・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費           千円 

○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

 【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 
交付対象基数 
（   人分） 

基準額 
対象経費 
支出予定額 

交付対象 
事業費 

5人槽 ４基（   ２０人分） 1,408 1,408 1,408 

5人槽
（離島）

８基（   ４０人分） 2,816 3,288 2,816 

6～ 7人槽 ４基（   ２８人分） 1,764 1,764 1,764 

8～10人槽 基（       人分）

11～20人槽 基（       人分）

21～30人槽 基（       人分）

31～50人槽 基（       人分）

51人槽以上 基（       人分）

浄化槽整備 
効率化事業費

台帳作成費 

計画策定等調査費 

合 計     １６基（  ８８人分） 5,988 6,460 5,988 
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【参考資料様式６】 

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 北海道        

(1) 事業主体名 苫前町 

(2) 事業名称 浄化槽設置整備事業 

(3) 事業の実施目的及び内容 

苫前町の生活排水・し尿処理対策の推進のため、下水道整備計画区域

外の住民に対し、合併処理浄化槽の設置費の一部を補助することによ

り整備促進を図る。 

(4）事業期間 令和３年度 ～ 令和５年度 

(5) 事業対象地域の要件 

下水道法第４条第１項の認可又は同法第２５条の３第１項の認可を受け
た事業計画に定められた予定処理区域以外の区域で、その他人口増加が
著しい等上記の地域と同等以上に雑排水対策を推進する必要があると認
められる地域 

(6) 事業計画額 

交付対象事業費 ４，９８９千円
うち  （以下の事業を実施する場合）

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費   千円
・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費           千円 

○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

 【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 
交付対象基数 
（   人分） 

基準額 
対象経費 
支出予定額 

交付対象 
事業費 

5人槽 ５基（   ２５人分） 1,836 2,360 1,836 

6～ 7人槽 ７基（   ４９人分） 3,153 3,927 3,153 

8～10人槽 基（       人分）

11～20人槽 基（       人分）

21～30人槽 基（       人分）

31～50人槽 基（       人分）

51人槽以上 基（       人分）

浄化槽整備 

効率化事業費

台帳作成費 

計画策定等調査費 

合 計     １２基（  ７４人分） 4,989 6,287 4,989 
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集
計
表
（
羽
幌
町
）

区
分

基
数

交
付
対
象
事
業
費

対
象
経
費
支
出
予
定
額
区
分

基
数

交
付
対
象
事
業
費

対
象
経
費
支
出
予
定
額

5人
槽

1
2基

4
2
24
千
円

4
69
6
千
円
5
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

6～
7人
槽

4基
1
7
64
千
円

1
76
4
千
円
6
～
7人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

8～
10
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円
8
～
10
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

11
～
2
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円
1
1～
1
5
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

21
～
3
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円
1
6～
2
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

31
～
5
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円
2
1～
2
5
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

51
人
槽
以
上

0基
0
千
円

0
千
円
2
6～
3
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

3
1～
4
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

4
1～
5
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

5
1人
槽
以
上

0基
0
千
円

0
千
円

浄
化
槽
設
置
整
備
事
業

浄
化
槽
市
町
村
整
備
推
進
事
業

循
環
型
社
会
形
成
推
進
地
域
計
画
　
内
訳
表
（
浄
化
槽
系
）

【参
考
資
料
様
式
6　
補
足
資
料
】

- 50 -



浄化槽設置整備事業（汲み取り転換）
○対象経費支出予定額の内訳（羽幌町）

人槽区分 5人槽

基数 12

うち国費 うち県費 うち市町村費

1876千円 2348千円 472千円 4696千円 4696千円 4696千円

人槽区分 6～7人槽

基数 4

うち国費 うち県費 うち市町村費

588千円 1176千円 1764千円 1764千円 1764千円

人槽区分 8～10人槽

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

人槽区分 11～20人槽

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

人槽区分 21～30人槽

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

人槽区分 31～50人槽

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

人槽区分 51人槽以上

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

合計0千円

合計0千円

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

合計0千円

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

合計0千円

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

合計4224千円

合計1764千円

合計0千円

その他

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

- 51 -



集
計
表
（
苫
前
町
）

区
分

基
数

交
付
対
象
事
業
費

対
象
経
費
支
出
予
定
額
区
分

基
数

交
付
対
象
事
業
費

対
象
経
費
支
出
予
定
額

5人
槽

5基
1
8
36
千
円

2
36
0
千
円
5
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

6～
7人
槽

7基
3
1
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千
円

3
92
7
千
円
6
～
7人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

8～
10
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円
8
～
10
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

11
～
2
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円
1
1～
1
5
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

21
～
3
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円
1
6～
2
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

31
～
5
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円
2
1～
2
5
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

51
人
槽
以
上

0基
0
千
円

0
千
円
2
6～
3
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

3
1～
4
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

4
1～
5
0
人
槽

0基
0
千
円

0
千
円

5
1人
槽
以
上

0基
0
千
円

0
千
円

浄
化
槽
設
置
整
備
事
業

浄
化
槽
市
町
村
整
備
推
進
事
業

循
環
型
社
会
形
成
推
進
地
域
計
画
　
内
訳
表
（
浄
化
槽
系
）

【参
考
資
料
様
式
6　
補
足
資
料
】
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浄化槽設置整備事業（汲み取り転換）
○対象経費支出予定額の内訳（苫前町）

人槽区分 5人槽

基数 5

うち国費 うち県費 うち市町村費

612千円 1224千円 524千円 2360千円 2360千円 2360千円

人槽区分 6～7人槽

基数 7

うち国費 うち県費 うち市町村費

1040千円 2113千円 774千円 3927千円 3927千円 3927千円

人槽区分 8～10人槽

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

人槽区分 11～20人槽

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

人槽区分 21～30人槽

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

人槽区分 31～50人槽

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

人槽区分 51人槽以上

基数

うち国費 うち県費 うち市町村費

0千円 0千円

合計0千円

合計0千円

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

合計0千円

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

合計0千円

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

合計1836千円

合計3153千円

合計0千円

その他

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費

対象経費支出予定額（千円）

合計

対象経費支出予定額（千円）

合計交付対象事業費 その他
（市単費等）

本体にかかる
工事費

宅内配管 撤去費 その他
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【参考資料様式８】 

計 画 支 援 概 要

都道府県名  北海道    

(1) 事業主体名 羽幌町外2町村衛生施設組合 

(2) 事業目的     有機性廃棄物リサイクル推進   施設整備のため 

(3) 事業名称 
有機性廃棄物リサイクル推

進施設調査・計画業務 

有機性廃棄物リサイクル推

進施設設計業務 

(4) 事業期間 

※1 

令和 元 年度 ～ 

     令和 ２ 年度 

令和 ２ 年度 ～ 

     令和 ３ 年度 

令和  年度 ～ 

     令和  年度 

(5) 事業概要 

有機性廃棄物リサイクル推

進施設基本計画 

有機性廃棄物リサイクル推

進施設基本設計 

(6) 総事業計画

額 ※1 

5,500千円 

うち、交付対象事業費  

 5,500千円 

11,000千円 

うち、交付対象事業費  

 11,000千円 

千円 

うち、交付対象事業費  

 千円 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、

金額を括弧書きすること。 
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【参考資料様式８】 

計 画 支 援 概 要

都道府県名  北海道    

(1) 事業主体名 羽幌町外2町村衛生施設組合 

(2) 事業目的            最終処分場          施設整備のため 

(3) 事業名称 最終処分場調査・計画業務 最終処分場施設設計業務 

(4) 事業期間 

※1 

令和 元 年度 ～ 

     令和 ２ 年度 

令和 ２ 年度 ～ 

     令和 ３ 年度 

令和  年度 ～ 

     令和  年度 

(5) 事業概要 

測量、地質調査、生活環境

影響調査、最終処分場施設

基本計画、最終処分場基本

設計 

最終処分場実施設計 

(6) 総事業計画

額 ※1 

48,120千円 

うち、交付対象事業費  

 48,120千円 

33,000千円 

うち、交付対象事業費  

 33,000千円 

千円 

うち、交付対象事業費  

 千円 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、

金額を括弧書きすること。 
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